
政
令
第

号

都
市
再
生
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
都
市
再
生
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
七
十
二
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並

び
に
都
市
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
二
号
）
第
四
十
六
条
第
十
二
項
及
び
第
六
十
二
条
の
二
、
都
市
再
開

発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
七
十
二
条
第
四
項
、
第
八
十
一
条
、
第
八
十
三
条
第
四
項
及
び
第
五
項
、
第
八

十
四
条
第
一
項
、
第
八
十
五
条
第
三
項
、
第
百
三
条
第
一
項
、
第
百
九
条
の
三
第
一
項
、
第
百
十
八
条
の
九
、
第
百
十
八
条
の

二
十
五
の
二
第
一
項
、
第
百
十
八
条
の
三
十
一
第
三
項
並
び
に
第
百
三
十
二
条
、
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百

一
号
）
第
八
十
六
条
の
七
第
一
項
、
都
市
公
園
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
六
条
第
四
項
、
宅
地
建
物
取
引
業

法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
第
二
号
、
登
録
免
許
税
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
三
十
五

号
）
第
五
条
第
七
号
並
び
に
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
七
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ

の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
都
市
再
生
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

都
市
再
生
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
百
九
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



第
三
条
及
び
第
四
条
第
二
号
中
「
第
十
九
条
の
二
第
八
項
」
を
「
第
十
九
条
の
二
第
九
項
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
中
「
第
二
十
一
条
第
一
号
ニ
」
を
「
第
二
十
三
条
第
一
号
ニ
」
に
改
め
る
。

第
三
十
六
条
を
第
三
十
七
条
と
し
、
第
三
十
五
条
を
削
り
、
第
三
十
四
条
を
第
三
十
六
条
と
し
、
第
二
十
七
条
か
ら
第
三

十
三
条
ま
で
を
二
条
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。

第
二
十
六
条
中
「
第
三
十
四
条
」
を
「
第
三
十
六
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
八
条
と
し
、
第
二
十
五
条
を
第
二
十
七

条
と
し
、
第
二
十
二
条
か
ら
第
二
十
四
条
ま
で
を
二
条
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。

第
二
十
一
条
第
五
号
中
「
（
居
住
の
用
、
業
務
の
用
そ
の
他
の
用
途
に
供
さ
れ
て
お
ら
ず
、
又
は
そ
の
利
用
の
程
度
が
そ

の
周
辺
の
地
域
に
お
け
る
同
一
の
用
途
若
し
く
は
こ
れ
に
類
す
る
用
途
に
供
さ
れ
て
い
る
土
地
の
利
用
の
程
度
に
比
し
著
し

く
劣
っ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
土
地
を
い
う
。
）
」
を
削
り
、
同
条
を
第
二
十
三
条
と
す
る
。

第
二
十
条
を
第
二
十
一
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
都
市
の
居
住
者
、
来
訪
者
又
は
滞
在
者
の
利
便
の
増
進
に
寄
与
す
る
施
設
等
に
関
す
る
技
術
的
基
準
）

第
二
十
二
条

法
第
六
十
二
条
の
二
の
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

法
第
四
十
六
条
第
十
二
項
の
施
設
等
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
居
住
者
等
利
便
増
進
施
設
」
と
い
う
。
）
の
外
観



及
び
配
置
は
、
で
き
る
限
り
都
市
公
園
の
風
致
及
び
美
観
そ
の
他
都
市
公
園
と
し
て
の
機
能
を
害
し
な
い
も
の
と
す
る

こ
と
。

二

地
上
に
設
け
る
居
住
者
等
利
便
増
進
施
設
の
構
造
は
、
倒
壊
、
落
下
そ
の
他
の
事
由
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
措
置

を
講
ず
る
こ
と
そ
の
他
の
公
園
施
設
（
都
市
公
園
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
園
施
設
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
保
全
又
は
公
衆
の
都
市
公
園
の
利
用
に
支
障
を
及
ぼ
さ
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

三

地
下
に
設
け
る
居
住
者
等
利
便
増
進
施
設
の
構
造
は
、
堅
固
で
耐
久
力
を
有
す
る
と
と
も
に
、
公
園
施
設
の
保
全
、

他
の
占
用
物
件
（
都
市
公
園
法
施
行
令
第
十
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
占
用
物
件
を
い
う
。
）
の
構
造
又
は
公
衆
の
都

市
公
園
の
利
用
に
支
障
を
及
ぼ
さ
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

四

居
住
者
等
利
便
増
進
施
設
の
う
ち
、
第
十
七
条
第
一
号
に
掲
げ
る
自
転
車
駐
車
場
に
あ
っ
て
は
そ
の
敷
地
面
積
が
三

十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
、
同
条
第
二
号
に
掲
げ
る
観
光
案
内
所
に
あ
っ
て
は
そ
の
建
築
面
積
が
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以

内
、
同
条
第
三
号
に
掲
げ
る
停
留
所
の
上
家
に
あ
っ
て
は
そ
の
建
築
面
積
が
二
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
で
あ
る
こ
と
。

五

居
住
者
等
利
便
増
進
施
設
の
占
用
に
関
す
る
工
事
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

イ

当
該
工
事
に
よ
っ
て
公
衆
の
都
市
公
園
の
利
用
に
支
障
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
で
き
る
限
り
必
要
な
措
置
を
講
ず
る



こ
と
。

ロ

工
事
現
場
に
は
、
柵
又
は
覆
い
を
設
け
、
夜
間
は
赤
色
灯
を
つ
け
、
そ
の
他
公
衆
の
都
市
公
園
の
利
用
に
伴
う
危

険
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

ハ

工
事
の
時
期
は
、
公
園
施
設
に
関
す
る
工
事
又
は
他
の
占
用
に
関
す
る
工
事
の
時
期
を
勘
案
し
て
適
当
な
時
期
と

し
、
か
つ
、
公
衆
の
都
市
公
園
の
利
用
に
著
し
く
支
障
を
及
ぼ
さ
な
い
時
期
と
す
る
こ
と
。

第
十
九
条
を
第
二
十
条
と
し
、
第
十
八
条
を
第
十
九
条
と
し
、
第
十
七
条
を
第
十
八
条
と
し
、
第
十
六
条
の
次
に
次
の
一

条
を
加
え
る
。

（
都
市
の
居
住
者
、
来
訪
者
又
は
滞
在
者
の
利
便
の
増
進
に
寄
与
す
る
施
設
等
）

第
十
七
条

法
第
四
十
六
条
第
十
二
項
の
政
令
で
定
め
る
施
設
等
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

自
転
車
駐
車
場
で
自
転
車
を
賃
貸
す
る
事
業
の
用
に
供
す
る
も
の

二

観
光
案
内
所

三

路
線
バ
ス
（
主
と
し
て
一
の
市
町
村
の
区
域
内
に
お
い
て
運
行
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
停
留
所
の
ベ
ン
チ
又
は
上

家



四

都
市
公
園
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
七
条
第
六
号
に
掲
げ
る
仮
設
工
作
物

附
則
第
二
項
中
「
第
二
十
一
条
」
を
「
第
二
十
三
条
」
に
改
め
る
。

（
都
市
再
開
発
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

都
市
再
開
発
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
四
年
政
令
第
二
百
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
第
百
条
」
を
「
第
百
条
第
二
項
」
に
、
「
こ
え
て
」
を
「
超
え
て
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
第
一
号
中
「
又
は
第
七
号
」
を
「
、
第
七
号
又
は
第
十
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
又
は
第
十
二
号

か
ら
第
十
四
号
ま
で
」
を
「
、
第
十
号
又
は
第
十
七
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
第
七
十
三
条
第

一
項
第
十
五
号
」
を
「
第
七
十
三
条
第
一
項
第
二
十
号
」
に
、
「
又
は
施
設
建
築
物
の
一
部
等
」
を
「
、
施
設
建
築
物
の
一

部
等
又
は
個
別
利
用
区
内
の
宅
地
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
」
を
「
第
十
六
号
及
び
第
十
七
号
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一

条
を
加
え
る
。

（
個
別
利
用
区
内
の
宅
地
等
の
価
額
の
概
算
額
）

第
二
十
八
条
の
二

法
第
七
十
三
条
第
一
項
第
九
号
に
掲
げ
る
個
別
利
用
区
内
の
宅
地
の
価
額
の
概
算
額
は
、
当
該
個
別
利



用
区
内
の
宅
地
に
係
る
同
項
第
八
号
に
掲
げ
る
指
定
宅
地
及
び
そ
の
使
用
収
益
権
の
価
額
の
合
計
額
と
当
該
個
別
利
用
区

内
の
宅
地
の
整
備
に
要
す
る
費
用
の
額
と
を
合
計
し
た
額
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
基
準
日
に
お
け
る
近
傍
類
似
の
土
地
の

価
額
を
参
酌
し
て
定
め
た
当
該
個
別
利
用
区
内
の
宅
地
の
価
額
の
見
込
額
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
定
め
た
当
該
個

別
利
用
区
内
の
宅
地
の
価
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
宅
地
価
額
」
と
い
う
。
）
か
ら
、
当
該
宅
地
価
額
に
基
準
日
に

お
け
る
近
傍
類
似
の
土
地
の
使
用
収
益
権
の
価
額
が
そ
の
土
地
の
価
額
に
占
め
る
割
合
を
参
酌
し
て
定
め
た
個
別
利
用
区

内
の
宅
地
の
使
用
収
益
権
の
価
額
が
当
該
宅
地
価
額
に
占
め
る
割
合
（
次
項
に
お
い
て
「
使
用
収
益
権
の
割
合
」
と
い
う

。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
合
計
し
た
額
が
当
該
個
別
利
用
区
内
の
宅

地
の
価
額
の
見
込
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
個
別
利
用
区
内
の
宅
地
の
価
額
の
見
込
額
を
も
つ
て
宅
地
価
額
と
す
る
。

２

法
第
七
十
三
条
第
一
項
第
九
号
に
掲
げ
る
個
別
利
用
区
内
の
宅
地
の
使
用
収
益
権
の
価
額
の
概
算
額
は
、
宅
地
価
額
に

使
用
収
益
権
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

第
二
十
九
条
第
一
項
中
「
第
七
十
三
条
第
一
項
第
九
号
」
を
「
第
七
十
三
条
第
一
項
第
十
四
号
」
に
、
「
前
条
第
一
項
」

を
「
第
二
十
八
条
第
一
項
」
に
、
「
こ
え
な
い
」
を
「
超
え
な
い
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
第
一
号
中
「
第
十
五
号
又
は
第
十
六
号
」
を
「
第
十
二
号
、
第
二
十
号
又
は
第
二
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条



第
二
号
中
「
又
は
第
十
二
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
」
を
「
、
第
十
号
又
は
第
十
七
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
三
十
二
条
第
一
号
中
「
第
十
五
号
又
は
第
十
六
号
」
を
「
第
十
二
号
、
第
二
十
号
又
は
第
二
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条

第
二
号
中
「
又
は
第
十
二
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
」
を
「
、
第
十
号
又
は
第
十
七
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
三
十
三
条
の
表
第
九
十
四
条
第
三
項
の
項
中
「
第
十
一
号
又
は
第
十
二
号
」
を
「
第
八
号
、
第
十
六
号
又
は
第
十
七
号

」
に
、
「
そ
の
価
額
」
を
「
そ
れ
ら
の
価
額
」
に
改
め
、
同
表
第
九
十
四
条
第
六
項
の
項
中
「
第
十
一
号
又
は
第
十
二
号
」

「

同
条
第
五
項

同
条
第
二
項
中
「
場
合
に
お

の
和
解
の
内
容
が
第
七
章
の

を
「
第
八
号
、
第
十
六
号
又
は
第
十
七
号
」
に
、

合
す
る
と
き
は
」
と
あ
る
の

に
お
い
て
は
」
と
、
同
条
第

「

同
条
第
五
項

同
条
第
二
項
中
「
場
合
に
お
い
て
、
そ

い
て
、
そ

の
和
解
の
内
容
が
第
七
章
の
規
定
に
適

規
定
に
適

合
す
る
と
き
は
」
と
あ
る
の
は
「
場
合

を

に
改
め
、
同
表

は
「
場
合

に
お
い
て
は
」
と
、
同
条
第
五
項



五
項

第
九
十
四
条
第
八
項

都
市
再
開
発
法
第
八
十
五
条
第
三
項
に

」

お
い
て
準
用
す
る
第
九
十
四
条
第
八
項

」

第
九
十
四
条
第
八
項
の
項
及
び
第
百
三
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
項
中
「
第
十
一
号
又
は
第
十
二
号
」
を
「
第
八
号
、

第
十
六
号
又
は
第
十
七
号
」
に
改
め
る
。

第
四
十
一
条
第
一
項
中
「
、
そ
の
共
有
持
分
若
し
く
は
」
を
「
若
し
く
は
そ
の
共
有
持
分
、
」
に
、
「
の
価
額
、
施
設
建

築
敷
地
の
地
代
の
額
又
は
建
築
施
設
の
部
分
の
価
額
」
を
「
若
し
く
は
個
別
利
用
区
内
の
宅
地
若
し
く
は
そ
の
使
用
収
益
権

の
価
額
又
は
施
設
建
築
敷
地
の
地
代
の
額
」
に
、
「
、
第
二
十
九
条
又
は
第
四
十
六
条
」
を
「
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で
」
に

、
「
行
な
わ
な
け
れ
ば
」
を
「
行
わ
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

第
四
十
三
条
の
三
の
見
出
し
を
「
（
施
設
建
築
敷
地
の
道
路
部
分
の
価
額
の
概
算
額
）
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
三

条
を
加
え
る
。

（
施
設
建
築
敷
地
を
立
体
的
に
利
用
す
る
必
要
が
あ
る
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業
）

第
四
十
三
条
の
四

法
第
百
九
条
の
三
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業
は
、
都
市
計
画
法
第
十
一
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
都
市
計
画
施
設
の
区
域
に
つ
い
て
都
市
高
速
鉄
道
を
整
備
す
る
立
体
的
な
範
囲
が
定
め
ら
れ



て
い
る
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業
と
す
る
。

（
都
市
高
速
鉄
道
が
存
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
建
築
敷
地
の
上
の
空
間
又
は
地
下
の
範
囲
）

第
四
十
三
条
の
五

法
第
百
九
条
の
三
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
範
囲
は
、
都
市
計
画
法
第
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

当
該
都
市
計
画
施
設
の
区
域
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
都
市
高
速
鉄
道
を
整
備
す
る
立
体
的
な
範
囲
と
す
る
。

（
施
設
建
築
敷
地
の
都
市
高
速
鉄
道
部
分
の
価
額
の
概
算
額
）

第
四
十
三
条
の
六

法
第
百
九
条
の
三
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
控
除
し
た

額
」
と
あ
る
の
は
、
「
控
除
し
た
額
（
法
第
百
九
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
施
設
建
築
敷
地
の
都
市
高
速
鉄
道
部
分
に

あ
つ
て
は
、
当
該
敷
地
価
額
か
ら
、
当
該
敷
地
価
額
に
基
準
日
に
お
け
る
近
傍
同
種
の
都
市
高
速
鉄
道
の
所
有
を
目
的
と

す
る
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
二
百
六
十
九
条
の
二
第
一
項
の
地
上
権
の
価
額
が
そ
の
地
上
権
に
係

る
土
地
の
価
額
に
占
め
る
割
合
を
参
酌
し
て
定
め
た
当
該
施
設
建
築
敷
地
の
都
市
高
速
鉄
道
部
分
に
係
る
都
市
高
速
鉄
道

の
所
有
を
目
的
と
す
る
同
項
の
地
上
権
の
価
額
が
当
該
敷
地
価
額
に
占
め
る
割
合
（
以
下
「
都
市
高
速
鉄
道
の
地
上
権
割

合
」
と
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
当
該
敷
地
価
額
に
地
上
権
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
控
除
し
た
額
）
」
と
読

み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。



第
四
十
四
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
施
行
地
区
内
の
権
利
者
等
の
全
て
の
同
意
を
得
た
場

合
の
特
則
に
係
る
こ
の
政
令
の
適
用
に
つ
い
て
の
読
替
え
）
」
を
付
し
、
同
条
中
「
共
有
持
分
又
は
」
を
「
共
有
持
分
、
」

に
、
「
又
は
施
設
建
築
物
に
」
を
「
若
し
く
は
施
設
建
築
物
に
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
指
定
宅
地
の
権
利
者
以
外
の
権
利
者
等
の
全
て
の
同
意
を
得
た
場
合
の
特
則
に
係
る
こ
の
政
令
の
適
用
に
つ
い
て
の
読

替
え
等
）

第
四
十
四
条
の
二

法
第
百
十
条
の
二
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
二
十
五
条
第
三
号
中
「
施
設
建
築
敷
地
若
し
く
は

そ
の
共
有
持
分
、
施
設
建
築
物
の
一
部
等
」
と
あ
る
の
は
「
施
設
建
築
敷
地
若
し
く
は
施
設
建
築
物
に
関
す
る
権
利
」
と

、
第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
掲
げ
る
施
設
建
築
敷
地
」
と
あ
る
の
は
「
掲
げ
る
施
設
建
築
敷
地
に
関
す
る
権
利
」
と
、
「

か
ら
、
当
該
敷
地
価
額
に
基
準
日
に
お
け
る
近
傍
同
種
の
建
築
物
の
所
有
を
目
的
と
す
る
地
上
権
の
価
額
が
そ
の
敷
地
の

価
額
に
占
め
る
割
合
を
参
酌
し
て
定
め
た
施
設
建
築
物
の
所
有
を
目
的
と
す
る
地
上
権
の
価
額
が
当
該
敷
地
価
額
に
占
め

る
割
合
（
以
下
「
地
上
権
の
割
合
」
と
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
を
控
除
し
た
」
と
あ
る
の
は
「
に
、
当
該
施
設
建
築

敷
地
に
関
す
る
権
利
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
者
及
び
当
該
施
設
建
築
敷
地
に
関
す
る
他
の
権
利
を
与
え
ら
れ
る
こ
と

と
な
る
者
の
全
て
の
同
意
を
得
て
定
め
た
当
該
施
設
建
築
敷
地
に
関
す
る
権
利
の
価
額
が
当
該
敷
地
価
額
に
占
め
る
割
合



を
乗
じ
て
得
た
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
施
設
建
築
物
の
一
部
等
」
と
あ
る
の
は
「
施
設
建
築
物
に
関
す
る
権
利
」
と
、

「
、
施
設
建
築
物
」
と
あ
る
の
は
「
、
当
該
施
設
建
築
物
」
と
、
「
費
用
の
う
ち
当
該
施
設
建
築
物
の
一
部
の
整
備
に
要

す
る
も
の
」
と
あ
る
の
は
「
費
用
」
と
、
「
施
設
建
築
物
の
一
部
の
価
額
」
と
あ
る
の
は
「
施
設
建
築
物
の
価
額
」
と
、

「
敷
地
価
額
に
地
上
権
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
に
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
定
め
た
地
上
権
の
共
有
持
分
の
割
合
を

乗
じ
て
得
た
額
を
加
え
た
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
施
設
建
築
物
に
関
す
る
権
利
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
者
及
び
当
該

施
設
建
築
物
に
関
す
る
他
の
権
利
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
者
の
全
て
の
同
意
を
得
て
定
め
た
当
該
施
設
建
築
物
に
関

す
る
権
利
の
価
額
が
当
該
建
築
物
価
額
に
占
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
」
と
、
「
施
設
建
築
物
の
一
部
の
整
備
に
要
す
る

費
用
」
と
あ
る
の
は
「
施
設
建
築
物
の
整
備
に
要
す
る
費
用
」
と
、
第
四
十
一
条
の
見
出
し
中
「
施
設
建
築
物
の
一
部
等

」
と
あ
る
の
は
「
施
設
建
築
敷
地
又
は
施
設
建
築
物
に
関
す
る
権
利
」
と
、
同
条
第
一
項
中
「
施
設
建
築
敷
地
若
し
く
は

そ
の
共
有
持
分
、
施
設
建
築
物
の
一
部
等
若
し
く
は
」
と
あ
る
の
は
「
施
設
建
築
敷
地
若
し
く
は
施
設
建
築
物
に
関
す
る

権
利
又
は
」
と
、
「
価
額
又
は
施
設
建
築
敷
地
の
地
代
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
価
額
」
と
、
「
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で
」

と
あ
る
の
は
「
及
び
第
二
十
八
条
の
二
」
と
読
み
替
え
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
適
用
す
る
。

２

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。



一

法
第
百
十
条
の
二
第
一
項
の
場
合
及
び
法
第
百
九
条
の
二
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
場
合
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る

場
合

第
四
十
三
条
の
三

二

法
第
百
十
条
の
二
第
一
項
の
場
合
及
び
法
第
百
九
条
の
三
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
場
合
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る

場
合

第
四
十
三
条
の
六

第
四
十
五
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
施
設
建
築
敷
地
に
地
上
権
を
設
定
し
な
い
こ
と
と
す
る
特
則
に
係
る
こ
の
政
令

の
適
用
に
つ
い
て
の
読
替
え
等
）
」
を
付
し
、
同
条
中
「
共
有
持
分
又
は
」
を
「
共
有
持
分
、
」
に
改
め
、
「
「
施
設
建
築

敷
地
」
と
」
の
下
に
「
、
第
四
十
一
条
の
見
出
し
中
「
施
設
建
築
物
の
一
部
等
」
と
あ
る
の
は
「
建
築
施
設
の
部
分
」
と
、

同
条
第
一
項
中
「
施
設
建
築
敷
地
若
し
く
は
そ
の
共
有
持
分
、
施
設
建
築
物
の
一
部
等
若
し
く
は
」
と
あ
る
の
は
「
建
築
施

設
の
部
分
又
は
」
と
、
「
価
額
又
は
施
設
建
築
敷
地
の
地
代
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
価
額
」
と
、
「
第
二
十
八
条
か
ら
第
二

十
九
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
八
条
の
二
及
び
第
四
十
六
条
」
と
」
を
加
え
る
。

第
四
十
六
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
法
第
七
十
三
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
建
築
施
設
の
部
分
の
価
額
の
概
算

額
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
た
額
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を



控
除
し
た
額
と
す
る
。

一

法
第
百
十
一
条
の
場
合
及
び
法
第
百
九
条
の
二
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
場
合
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合

同

条
第
三
項
に
規
定
す
る
施
設
建
築
敷
地
の
道
路
部
分
の
価
額
に
施
設
建
築
敷
地
の
共
有
持
分
の
割
合
及
び
道
路
の
地
上

権
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額

二

法
第
百
十
一
条
の
場
合
及
び
法
第
百
九
条
の
三
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
場
合
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合

同

条
第
三
項
に
規
定
す
る
施
設
建
築
敷
地
の
都
市
高
速
鉄
道
部
分
の
価
額
に
施
設
建
築
敷
地
の
共
有
持
分
の
割
合
及
び
都

市
高
速
鉄
道
の
地
上
権
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額

第
四
十
六
条
の
三
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
法
第
百
十
八
条
の
七
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
建
築
施
設
の
部
分
の
価
額
の

概
算
額
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
た
額
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る

額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。

一

法
第
百
十
八
条
の
二
十
五
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
場
合

同
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
九
条
の
二
第
三
項
に

規
定
す
る
施
設
建
築
敷
地
の
道
路
部
分
の
価
額
に
施
設
建
築
敷
地
の
共
有
持
分
の
割
合
及
び
道
路
の
地
上
権
割
合
を
乗



じ
て
得
た
額

二

法
第
百
十
八
条
の
二
十
五
の
二
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
場
合

同
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
九
条
の
三
第
三

項
に
規
定
す
る
施
設
建
築
敷
地
の
都
市
高
速
鉄
道
部
分
の
価
額
に
施
設
建
築
敷
地
の
共
有
持
分
の
割
合
及
び
都
市
高
速

鉄
道
の
地
上
権
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額

第
四
十
六
条
の
十
二
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
施
設
建
築
敷
地
を
立
体
的
に
利
用
す
る
必
要
が
あ
る
第
二
種
市
街
地
再
開
発
事
業
）

第
四
十
六
条
の
十
二
の
二

法
第
百
十
八
条
の
二
十
五
の
二
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
第
二
種
市
街
地
再
開
発
事
業
は
、
都

市
計
画
法
第
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
都
市
計
画
施
設
の
区
域
に
つ
い
て
都
市
高
速
鉄
道
を
整
備
す
る
立
体
的

な
範
囲
が
定
め
ら
れ
て
い
る
第
二
種
市
街
地
再
開
発
事
業
と
す
る
。

（
都
市
高
速
鉄
道
が
存
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
建
築
敷
地
の
上
の
空
間
又
は
地
下
の
範
囲
）

第
四
十
六
条
の
十
二
の
三

法
第
百
十
八
条
の
二
十
五
の
二
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
範
囲
は
、
都
市
計
画
法
第
十
一
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
都
市
計
画
施
設
の
区
域
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
都
市
高
速
鉄
道
を
整
備
す
る
立
体
的
な
範

囲
と
す
る
。



第
四
十
六
条
の
十
三
中
「
第
百
十
八
条
の
二
十
五
の
二
第
一
項
」
を
「
第
百
十
八
条
の
二
十
五
の
三
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
四
十
六
条
の
十
五
の
表
第
二
条
第
十
号
、
第
四
十
四
条
、
第
五
十
二
条
第
二
項
第
七
号
、
第
七
十
三
条
第
一
項
第
二
号

、
第
四
号
、
第
六
号
、
第
九
号
、
第
十
二
号
及
び
第
十
五
号
、
第
七
十
五
条
第
二
項
、
第
七
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、

第
七
十
七
条
第
三
項
、
第
七
十
八
条
第
一
項
、
第
八
十
五
条
第
四
項
、
第
八
十
九
条
、
第
九
十
一
条
第
一
項
、
第
百
三
条
第

一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
四
条
第
一
項
、
第
百
八
条
第
二
項
、
第
百
十
条
第
四
項
、
第
百
十
一
条
、
第
百
十
八
条
の
十
、
第

百
十
八
条
の
二
十
一
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
百
十
八
条
の
二
十
五
の
二
、
第
百
十
八
条
の
二
十
八
第
二
項
の
項
中
「
第
四

十
四
条
」
を
「
第
四
十
四
条
第
一
項
」
に
、
「
第
九
号
、
第
十
二
号
及
び
第
十
五
号
」
を
「
第
十
四
号
、
第
十
七
号
及
び
第

二
十
号
」
に
、
「
第
八
十
九
条
」
を
「
第
八
十
九
条
第
一
項
」
に
、
「
第
百
十
条
第
四
項
」
を
「
第
百
十
条
第
二
項
及
び
第

五
項
、
第
百
十
条
の
二
第
三
項
及
び
第
六
項
、
第
百
十
条
の
四
第
二
項
及
び
第
三
項
」
に
、
「
第
百
十
八
条
の
二
十
五
の
二

」
を
「
第
百
十
八
条
の
二
十
五
の
三
」
に
改
め
、
同
表
第
二
条
の
二
第
三
項
第
四
号
前
段
、
第
十
四
条
第
一
項
、
同
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
条
の
二
第
五
項
、
第
五
十
条
の
四
第
一
項
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
条
の
二
第

五
項
の
項
中
欄
中
「
借
地
の
地
積
」
を
「
借
地
の
地
積
と
」
に
改
め
、
同
項
下
欄
中
「
借
地
に
つ
い
て
の
特
定
仮
換
地
の
地

積
）
」
を
「
借
地
に
つ
い
て
の
特
定
仮
換
地
の
地
積
）
と
」
に
改
め
、
同
表
第
二
条
の
二
第
三
項
第
四
号
前
段
、
第
十
四
条



第
一
項
、
第
五
十
条
の
四
第
一
項
、
第
百
十
八
条
の
六
第
二
項
の
項
中
「
第
十
四
条
第
一
項
」
の
下
に
「
、
第
三
十
三
条
」

を
加
え
、
同
表
第
七
条
の
十
七
第
二
項
、
第
三
項
、
第
六
項
及
び
第
七
項
、
第
七
条
の
十
八
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
二
十

条
第
一
項
、
第
二
十
二
条
、
第
三
十
三
条
、
第
三
十
七
条
第
二
項
、
第
五
十
七
条
第
四
項
第
二
号
、
第
七
十
条
第
一
項
、
第

七
十
三
条
第
一
項
第
十
二
号
、
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第
九
十
一
条
第
一
項
の
項
中
「
、
第
三
十
三
条
」
及
び
「
、
第
七
十

三
条
第
一
項
第
十
二
号
、
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第
九
十
一
条
第
一
項
」
を
削
り
、
同
表
第
十
六
条
第
一
項
の
項
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

第
三
十
三
条
、
第
百
十
八
条
の
六

宅
地
に

宅
地
（
特
定
仮
換
地
で
あ
る
宅
地
を
除

第
二
項

き
、
施
行
地
区
内
の
特
定
仮
換
地
に
対

応
す
る
従
前
の
宅
地
を
含
む
。
）
に

借
地
の
総
地
積

施
行
地
区
内
の
特
定
仮
換
地
以
外
の
借

地
及
び
施
行
地
区
内
の
特
定
仮
換
地
に

対
応
す
る
従
前
の
借
地
に
つ
い
て
の
特

定
仮
換
地
の
総
地
積



第
三
十
三
条
、
第
百
十
八
条
の
六

宅
地
の
地
積

宅
地
の
地
積
（
施
行
地
区
内
の
特
定
仮

第
二
項
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て

換
地
に
対
応
す
る
従
前
の
宅
地
に
あ
つ

準
用
す
る
第
七
条
の
二
第
五
項

て
は
、
当
該
宅
地
に
つ
い
て
の
特
定
仮

換
地
の
地
積
）

借
地
の
地
積
と

借
地
の
地
積
（
施
行
地
区
内
の
特
定
仮

換
地
に
対
応
す
る
従
前
の
借
地
に
あ
つ

て
は
、
当
該
借
地
に
つ
い
て
の
特
定
仮

換
地
の
地
積
）
と

第
四
十
六
条
の
十
五
の
表
第
三
十
九
条
第
二
項
、
第
七
十
三
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
十
一
号
、
第
百
十
八
条
の
三
第
一

項
、
第
百
十
八
条
の
七
第
一
項
第
三
号
、
第
百
十
八
条
の
十
一
第
一
項
の
項
中
「
第
十
一
号
」
を
「
第
十
六
号
」
に
改
め
、

同
表
第
四
十
四
条
の
項
中
「
第
四
十
四
条
」
を
「
第
四
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
表
第
五
十
条
の
三
第
二
項
た
だ
し
書

の
項
中
「
若
し
く
は
そ
の
宅
地
に
存
す
る
借
地
権
（
特
定
仮
換
地
で
あ
る
宅
地
又
は
そ
の
宅
地
に
存
す
る
借
地
権
を
除
き
、

当
該
区
域
内
の
特
定
仮
換
地
に
対
応
す
る
従
前
の
宅
地
又
は
そ
の
宅
地
に
存
す
る
借
地
権
を
含
む
。
）
」
を
「
（
特
定
仮
換



地
で
あ
る
宅
地
を
除
き
、
当
該
区
域
内
の
特
定
仮
換
地
に
対
応
す
る
従
前
の
宅
地
を
含
む
。
）
若
し
く
は
そ
の
借
地
権
」
に

改
め
、
同
表
第
七
十
条
第
一
項
、
第
七
十
一
条
第
三
項
、
第
九
十
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
項
中
「
、
第
七
十
一
条
第
三
項

」
を
削
り
、
「
及
び
第
三
項
」
の
下
に
「
、
第
百
八
条
第
一
項
第
二
号
」
を
加
え
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
七
十
条
の
二
第
一
項

宅
地
に

宅
地
（
特
定
仮
換
地
で
あ
る
宅
地
を
除

く
。
）
に

第
七
十
一
条
第
一
項
、
第
七
十
三

宅
地
（
指
定
宅
地
を
除
く
。
）

宅
地
（
指
定
宅
地
及
び
特
定
仮
換
地
で

条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
十
七
号

あ
る
宅
地
を
除
き
、
施
行
地
区
内
の
特

、
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第
七
十

定
仮
換
地
に
対
応
す
る
従
前
の
宅
地
を

七
条
第
一
項
、
第
七
十
八
条
第
一

含
む
。
）

項
、
第
八
十
九
条
第
一
項
、
第
九

十
一
条
第
一
項
、
第
百
十
条
第
二

項
、
第
百
十
条
の
四
第
二
項

第
四
十
六
条
の
十
五
の
表
第
七
十
一
条
第
一
項
、
第
百
十
八
条
の
二
第
一
項
の
項
を
削
り
、
同
表
第
七
十
一
条
第
一
項
、



第
七
十
七
条
第
一
項
及
び
第
五
項
、
第
八
十
七
条
第
二
項
、
第
百
十
八
条
の
二
第
一
項
の
項
中
「
第
七
十
一
条
第
一
項
」
の

下
に
「
、
第
七
十
三
条
第
一
項
第
二
号
」
を
加
え
、
「
第
百
十
八
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
百
十
条
第
二
項
」
に
改
め
、
「

土
地
」
の
下
に
「
（
指
定
宅
地
を
除
く
。
）
」
を
、
「
建
築
物
（
」
の
下
に
「
指
定
宅
地
に
存
す
る
建
築
物
及
び
」
を
加
え

、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
七
十
一
条
第
三
項
、
第
七
十
三

土
地
（
指
定
宅
地
を
除
く
。
）
に
存

建
築
物
（
指
定
宅
地
に
存
す
る
建
築
物

条
第
一
項
第
十
二
号
、
第
八
十
八

す
る
建
築
物

及
び
施
行
地
区
内
の
特
定
仮
換
地
か
ら

条
第
五
項

の
移
転
建
築
物
等
を
除
き
、
施
行
地
区

内
の
特
定
仮
換
地
へ
の
移
転
建
築
物
等

を
含
む
。
）

第
四
十
六
条
の
十
五
の
表
第
七
十
三
条
第
一
項
第
二
号
、
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第
七
十
七
条
第
一
項
、
第
百
八
条
第
一

項
第
二
号
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
七
十
三
条
第
一
項
第
三
号

同
号
の
宅
地
、
借
地
権
又
は
建
築
物

宅
地
（
指
定
宅
地
及
び
特
定
仮
換
地
で

あ
る
宅
地
を
除
き
、
施
行
地
区
内
の
特



定
仮
換
地
に
対
応
す
る
従
前
の
宅
地
を

含
む
。
）
若
し
く
は
そ
の
借
地
権
又
は

施
行
地
区
内
の
建
築
物
（
指
定
宅
地
に

存
す
る
建
築
物
及
び
施
行
地
区
内
の
特

定
仮
換
地
か
ら
の
移
転
建
築
物
等
を
除

き
、
施
行
地
区
内
の
特
定
仮
換
地
へ
の

移
転
建
築
物
等
を
含
む
。
）

第
四
十
六
条
の
十
五
の
表
第
七
十
三
条
第
一
項
第
二
号
、
第
三
号
及
び
第
十
一
号
、
第
八
十
九
条
、
第
百
四
条
第
一
項
、

第
百
八
条
第
一
項
第
二
号
、
第
百
十
八
条
の
三
第
一
項
、
第
百
十
八
条
の
七
第
一
項
第
三
号
、
第
百
十
八
条
の
十
、
第
百
十

八
条
の
十
一
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
十
八
条
の
二
十
三
第
一
項
の
項
中
「
第
七
十
三
条
第
一
項
第
二
号
、
第
三
号
及
び

第
十
一
号
、
第
八
十
九
条
、
第
百
四
条
第
一
項
」
を
「
第
七
十
三
条
第
一
項
第
十
六
号
」
に
、
「
若
し
く
は
そ
の
宅
地
に
存

す
る
借
地
権
（
特
定
仮
換
地
で
あ
る
宅
地
又
は
そ
の
宅
地
に
存
す
る
借
地
権
を
除
き
、
施
行
地
区
内
の
特
定
仮
換
地
に
対
応

す
る
従
前
の
宅
地
又
は
そ
の
宅
地
に
存
す
る
借
地
権
を
含
む
。
）
」
を
「
（
特
定
仮
換
地
で
あ
る
宅
地
を
除
き
、
施
行
地
区



内
の
特
定
仮
換
地
に
対
応
す
る
従
前
の
宅
地
を
含
む
。
）
若
し
く
は
そ
の
借
地
権
」
に
改
め
、
同
表
第
七
十
三
条
第
一
項
第

二
号
の
項
を
削
り
、
同
表
第
七
十
三
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
十
一
号
、
第
百
十
八
条
の
三
第
一
項
、
第
百
十
八
条
の
七
第

一
項
第
三
号
、
第
百
十
八
条
の
十
一
第
一
項
及
び
第
二
項
の
項
中
「
第
七
十
三
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
十
一
号
」
を
「
第

七
十
三
条
第
一
項
第
十
六
号
」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
七
十
三
条
第
一
項
第
十
七
号
、

こ
れ
に
存
す
る
建
築
物

建
築
物
（
指
定
宅
地
に
存
す
る
建
築
物

第
九
十
一
条
第
一
項

及
び
施
行
地
区
内
の
特
定
仮
換
地
か
ら

の
移
転
建
築
物
等
を
除
き
、
施
行
地
区

内
の
特
定
仮
換
地
へ
の
移
転
建
築
物
等

を
含
む
。
）

第
四
十
六
条
の
十
五
の
表
第
七
十
三
条
第
一
項
第
七
号
、
第
八
十
八
条
第
五
項
、
第
百
八
条
第
一
項
第
二
号
の
項
及
び
第

七
十
三
条
第
一
項
第
十
二
号
、
第
九
十
一
条
第
一
項
の
項
を
削
り
、
同
表
第
七
十
三
条
第
二
項
の
項
中
欄
中
「
場
合
」
を
「

場
合
に
」
に
改
め
、
同
項
下
欄
中
「
含
む
。
）
」
を
「
含
む
。
）
に
」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
七
十
六
条
第
一
項
、
第
百
八
条

施
行
地
区
内
に

施
行
地
区
内
の



第
一
項
第
二
号
、
第
百
十
条
第
二

項
、
第
百
十
条
の
四
第
二
項

第
四
十
六
条
の
十
五
の
表
第
七
十
七
条
第
一
項
、
第
百
十
一
条
の
表
第
七
十
七
条
第
一
項
の
項
中
欄
の
項
を
削
り
、
同
表

第
七
十
八
条
第
一
項
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
七
十
八
条
第
一
項
、
第
八
十
九

施
行
地
区
内
の
土
地
（
指
定
宅
地
を

権
原
に
基
づ
き
所
有
さ
れ
る
施
行
地
区

条
第
一
項

除
く
。
）
に
権
原
に
基
づ
き
所
有
さ

内
の
建
築
物
（
指
定
宅
地
に
存
す
る
建

れ
る
建
築
物

築
物
及
び
施
行
地
区
内
の
特
定
仮
換
地

か
ら
の
移
転
建
築
物
等
を
除
き
、
施
行

地
区
内
の
特
定
仮
換
地
へ
の
移
転
建
築

物
等
を
含
む
。
）

第
四
十
六
条
の
十
五
の
表
第
八
十
九
条
、
第
百
四
条
第
一
項
の
項
を
削
り
、
同
表
第
九
十
条
第
二
項
の
項
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

第
百
四
条
第
一
項

宅
地
、
使
用
収
益
権
又
は
建
築
物

宅
地
（
特
定
仮
換
地
で
あ
る
宅
地
を
除



き
、
施
行
地
区
内
の
特
定
仮
換
地
に
対

応
す
る
従
前
の
宅
地
を
含
む
。
）
若
し

く
は
そ
の
使
用
収
益
権
又
は
施
行
地
区

内
の
建
築
物
（
施
行
地
区
内
の
特
定
仮

換
地
か
ら
の
移
転
建
築
物
等
を
除
き
、

施
行
地
区
内
の
特
定
仮
換
地
へ
の
移
転

建
築
物
等
を
含
む
。
）

第
四
十
六
条
の
十
五
の
表
第
百
八
条
第
一
項
第
二
号
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
百
八
条
第
一
項
第
二
号

存
す
る

存
す
る
施
行
地
区
内
の

第
四
十
六
条
の
十
五
の
表
第
百
八
条
第
一
項
第
二
号
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
百
十
条
の
二
第
一
項

土
地
（
指
定
宅
地
を
除
く
。
）

土
地
（
指
定
宅
地
及
び
特
定
仮
換
地
を

除
き
、
施
行
地
区
内
の
特
定
仮
換
地
に

対
応
す
る
従
前
の
宅
地
を
含
む
。
）



こ
れ
に
存
す
る
物
件

物
件
（
指
定
宅
地
に
存
す
る
物
件
及
び

施
行
地
区
内
の
特
定
仮
換
地
か
ら
の
移

転
物
件
等
を
除
き
、
施
行
地
区
内
の
特

定
仮
換
地
へ
の
移
転
工
作
物
等
を
含
む

。
）

第
百
十
条
の
二
第
六
項

第
八
十

施
行
地
区

指
定
宅

第
八
十
三

施
行
地
区
内

指
定
宅
地

三
条
第

内
の
土
地

地
又
は

条
第
一
項

の
土
地
（
特

又
は
こ
れ

一
項
及

又
は
土
地

こ
れ
に

定
仮
換
地
を

に
定
着
す

び
第
二

に
定
着
す

定
着
す

除
き
、
施
行

る
物
件
に

項

る
物
件
に

る
物
件

地
区
内
の
特

関
し
権
利

関
し
権
利

に
関
し

定
仮
換
地
に

を
有
す
る

を
有
す
る

権
利
を

対
応
す
る
従

者

者
及
び
参

有
す
る

前
の
宅
地
を



加
組
合
員

者

含
む
。
）
又

又
は
特
定

は
土
地
に
定

事
業
参
加

着
す
る
物
件

者

（
施
行
地
区

内
の
特
定
仮

換
地
に
存
す

る
物
件
で
あ

つ
て
土
地
区

画
整
理
事
業

の
施
行
に
伴

い
当
該
特
定

仮
換
地
か
ら

移
転
し
、
又



は
除
却
す
べ

き
も
の
（
以

下
「
施
行
地

区
内
の
特
定

仮
換
地
か
ら

の
移
転
物
件

等
」
と
い
う

。
）
を
除
き

、
施
行
地
区

内
の
特
定
仮

換
地
へ
の
移

転
工
作
物
等

を
含
む
。
）



に
関
し
権
利

を
有
す
る
者

及
び
参
加
組

合
員
又
は
特

定
事
業
参
加

者

第
八
十
三

施
行
地
区
内

指
定
宅
地

条
第
二
項

の
土
地
（
特

又
は
こ
れ

定
仮
換
地
を

に
定
着
す

除
き
、
施
行

る
物
件
に

地
区
内
の
特

関
し
権
利

定
仮
換
地
に

を
有
す
る

対
応
す
る
従

者



前
の
宅
地
を

含
む
。
）
又

は
土
地
に
定

着
す
る
物
件

（
施
行
地
区

内
の
特
定
仮

換
地
か
ら
の

移
転
物
件
等

を
除
き
、
施

行
地
区
内
の

特
定
仮
換
地

へ
の
移
転
工

作
物
等
を
含



む
。
）
に
関

し
権
利
を
有

す
る
者
及
び

参
加
組
合
員

又
は
特
定
事

業
参
加
者

第
百
十
条
の
四
第
二
項

位
置
、
地
積
、
環
境
及
び
利
用
状
況

位
置
、
地
積
、
環
境
及
び
利
用
状
況
（

特
定
仮
換
地
に
対
応
す
る
従
前
の
宅
地

に
あ
つ
て
は
、
当
該
宅
地
に
つ
い
て
の

特
定
仮
換
地
の
位
置
、
地
積
、
環
境
及

び
利
用
状
況
）

第
四
十
六
条
の
十
五
の
表
第
百
十
一
条
の
表
第
七
十
七
条
第
一
項
の
項
下
欄
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
百
十
八
条
の
二
第
一
項

宅
地
の

宅
地
（
特
定
仮
換
地
で
あ
る
宅
地
を
除



き
、
施
行
地
区
内
の
特
定
仮
換
地
に
対

応
す
る
従
前
の
宅
地
を
含
む
。
）
の

施
行
地
区
内
の
土
地
に
権
原
に
基
づ

権
原
に
基
づ
き
施
行
地
区
内
の
建
築
物

き
建
築
物

（
施
行
地
区
内
の
特
定
仮
換
地
か
ら
の

移
転
建
築
物
等
を
除
き
、
施
行
地
区
内

の
特
定
仮
換
地
へ
の
移
転
建
築
物
等
を

含
む
。
）

第
四
十
六
条
の
十
五
の
表
第
百
十
八
条
の
六
第
二
項
の
項
及
び
第
百
十
八
条
の
六
第
二
項
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

す
る
第
七
条
の
二
第
五
項
の
項
を
削
り
、
同
表
第
百
十
八
条
の
十
三
第
三
項
の
項
中
「
若
し
く
は
そ
の
宅
地
に
存
す
る
借
地

権
（
特
定
仮
換
地
で
あ
る
宅
地
又
は
そ
の
宅
地
に
存
す
る
借
地
権
を
除
き
、
施
行
地
区
内
の
特
定
仮
換
地
に
対
応
す
る
従
前

の
宅
地
又
は
そ
の
宅
地
に
存
す
る
借
地
権
を
含
む
。
）
」
を
「
（
特
定
仮
換
地
で
あ
る
宅
地
を
除
き
、
施
行
地
区
内
の
特
定

仮
換
地
に
対
応
す
る
従
前
の
宅
地
を
含
む
。
）
若
し
く
は
そ
の
借
地
権
」
に
改
め
る
。

第
四
十
六
条
の
十
六
の
表
第
二
十
一
条
第
三
項
の
項
中
「
又
は
そ
の
宅
地
に
存
す
る
借
地
権
（
特
定
仮
換
地
で
あ
る
宅
地



又
は
そ
の
宅
地
に
存
す
る
借
地
権
を
除
き
、
施
行
地
区
内
の
特
定
仮
換
地
に
対
応
す
る
従
前
の
宅
地
又
は
そ
の
宅
地
に
存
す

る
借
地
権
を
含
む
。
）
」
を
「
（
特
定
仮
換
地
で
あ
る
宅
地
を
除
き
、
施
行
地
区
内
の
特
定
仮
換
地
に
対
応
す
る
従
前
の
宅

地
を
含
む
。
）
又
は
そ
の
借
地
権
」
に
改
め
、
同
表
第
二
十
五
条
第
三
号
、
第
二
十
八
条
第
二
項
、
第
二
十
九
条
第
一
項
、

第
四
十
一
条
第
一
項
、
第
四
十
四
条
、
第
四
十
五
条
、
第
四
十
六
条
の
五
、
第
四
十
六
条
の
十
、
第
四
十
六
条
の
十
三
、
第

四
十
八
条
、
付
録
第
一
、
付
録
第
四
の
項
中
「
第
四
十
四
条
」
の
下
に
「
、
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
」
を
加
え
、
「
第
四

十
六
条
の
十
三
中
」
を
「
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
施
設
建
築
敷
地
又
は
」
と
あ
る
場
合
及
び
第
四
十
六
条
の
十
三
中

」
に
改
め
、
同
表
第
三
十
三
条
の
項
中
「
第
十
二
号
」
を
「
第
十
七
号
」
に
改
め
、
同
表
第
四
十
六
条
の
九
の
項
中
「
若
し

く
は
そ
の
宅
地
に
存
す
る
借
地
権
（
特
定
仮
換
地
で
あ
る
宅
地
又
は
そ
の
宅
地
に
存
す
る
借
地
権
を
除
き
、
施
行
地
区
内
の

特
定
仮
換
地
に
対
応
す
る
従
前
の
宅
地
又
は
そ
の
宅
地
に
存
す
る
借
地
権
を
含
む
。
）
」
を
「
（
特
定
仮
換
地
で
あ
る
宅
地

を
除
き
、
施
行
地
区
内
の
特
定
仮
換
地
に
対
応
す
る
従
前
の
宅
地
を
含
む
。
）
若
し
く
は
そ
の
借
地
権
」
に
改
め
る
。

（
都
市
再
開
発
法
に
よ
る
不
動
産
登
記
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

都
市
再
開
発
法
に
よ
る
不
動
産
登
記
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
四
十
五
年
政
令
第
八
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。



第
五
条
第
一
項
中
「
第
百
十
条
第
四
項
」
を
「
第
百
十
条
第
五
項
、
法
第
百
十
条
の
二
第
六
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項

中
「
第
百
九
条
の
二
第
七
項
」
の
下
に
「
又
は
法
第
百
九
条
の
三
第
六
項
」
を
加
え
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
第
百
十
条
第
四
項
」
を
「
第
百
十
条
第
五
項
、
法
第
百
十
条
の
二
第
六
項
」
に
改
め
る
。

（
建
築
基
準
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
六
号
ロ
中
「
第
六
十
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
六
十
条
の
三
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
百
三
十
七
条
中
「
第
六
十
条
の
三
第
一
項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
二
項
」
を
加
え
る
。

第
百
三
十
七
条
の
九
の
見
出
し
を
「
（
高
度
利
用
地
区
等
関
係
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
又
は
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項

」
を
「
、
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
、
「
高
さ
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
」
の
下
に
「
又
は
法
第
六
十
条
の
三
第

一
項
」
を
加
え
、
同
条
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
又
は
都
市
再
生
特
別
地
区
」
を
「
、
都
市
再
生
特
別
地
区
又
は
特
定
用
途

誘
導
地
区
」
に
改
め
る
。

第
百
三
十
七
条
の
十
二
第
二
項
中
「
第
六
十
条
の
三
第
一
項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
二
項
」
を
加
え
る
。

（
都
市
公
園
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）



第
五
条

都
市
公
園
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
二
百
九
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
第
一
号
ロ
を
同
号
ハ
と
し
、
同
号
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ

都
市
再
生
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
百
九
十
号
）
第
十
七
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ

る
も
の
（
都
市
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
二
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
市
再
生

整
備
計
画
に
記
載
さ
れ
た
同
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

（
宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
九
年
政
令
第
三
百
八
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
五
第
二
号
中
「
第
六
十
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
六
十
条
の
三
第
二
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
第
二
号
中
「
第
六
十
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
」
を
「
第
六
十
条
の
三
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
三
項

」
に
改
め
、
同
項
第
十
二
号
中
「
及
び
第
六
十
六
条
第
一
項
」
を
「
、
第
六
十
六
条
第
一
項
及
び
第
九
十
五
条
の
二
」
に
改

め
、
同
項
第
三
十
三
号
中
「
第
四
十
五
条
の
十
四
第
三
項
」
の
下
に
「
、
第
四
十
五
条
の
二
十
一
第
三
項
」
を
加
え
る
。

（
登
録
免
許
税
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条

登
録
免
許
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年
政
令
第
百
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



第
四
条
第
一
号
中
「
登
記
及
び
」
を
「
登
記
、
」
に
改
め
、
「
施
行
者
」
の
下
に
「
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
施
行
者

」
と
い
う
。
）
」
を
、
「
除
く
。
）
」
の
下
に
「
及
び
施
行
者
が
行
う
同
法
第
七
条
の
十
一
第
二
項
（
事
業
計
画
）
に
規
定

す
る
個
別
利
用
区
内
の
宅
地
に
関
す
る
権
利
の
処
分
に
係
る
登
記
」
を
加
え
る
。

（
不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
八
条

不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
施
行
令
（
平
成
六
年
政
令
第
四
百
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
二
号
中
「
第
六
十
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
六
十
条
の
三
第
二
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
る
。

（
国
土
交
通
省
組
織
令
の
一
部
改
正
）

第
九
条

国
土
交
通
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
十
六
条
第
十
四
号
中
「
及
び
都
市
利
便
増
進
協
定
」
を
「
、
都
市
利
便
増
進
協
定
及
び
低
未
利
用
土
地
利
用
促
進
協

定
」
に
改
め
、
「
退
避
施
設
協
定
」
の
下
に
「
及
び
非
常
用
電
気
等
供
給
施
設
協
定
」
を
加
え
る
。

第
百
六
十
条
第
六
号
中
「
第
二
十
九
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
二
十
九
条
第
一
項
第
二
号
」
に
、
「
同
項
第
四
号
」
を

「
同
項
第
三
号
」
に
改
め
る
。

附

則



こ
の
政
令
は
、
都
市
再
生
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
九
月
一
日
）
か
ら
施
行

す
る
。



理

由

都
市
再
生
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
都
市
公
園
の
占
用
の
許
可
の
特
例
に
係
る
都
市
の
居

住
者
、
来
訪
者
又
は
滞
在
者
の
利
便
の
増
進
に
寄
与
す
る
施
設
等
を
定
め
る
等
都
市
再
生
特
別
措
置
法
施
行
令
そ
の
他
の
関
係

政
令
の
規
定
の
整
備
を
行
う
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


